
高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書 

　　年　　月　　日　 

水戸市長　　　　あて 

水戸市市税条例付則第 19 条第９項の規定により，次のとおり申告します。 

１　申告に係る家屋の概要 

２　添付書類 

　(1)　工事明細書（工事内容・工事費用が確認できるもの） 

　(2)　改修工事箇所の写真（改修前・改修後） 

　(3)　自己負担額が５０万円を超えていることを証明するもの（領収書等） 

　(4)　居住者が６５歳以上であることを証する書類。６５歳未満の場合は要介護認定もし

くは要支援認定を証明するもの、または障害者手帳・療育手帳。

 

納税義務者

住 所 又 は 所 在 地

 氏 名 又 は 名 称 
及 び 代 表 者 氏 名 

 

 個人番号又は 
法人番号

　

 電 話 番 号

 
所 在

 
家 屋 番 号 種 類

 
床 面 積 ㎡　

居 住 部 分 
の 床 面 積

㎡　

 
建 築 年 月 日 年　　月　　日　登 記 年 月 日 年　　月　　日　

 
住 所

 
居 住 者 氏 名

 
申告区分 　□65 歳以上　□要介護認定又は要支援認定　□障害者等

 改修工事が完 
了した年月日

年　　月　　日　
改 修 工 事 に 
要 し た 費 用

円　

 補 助 金 等 ， 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 
及 び 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 の

額
円　

 改 修 工 事 
の 内 容

　□通路の拡幅　□階段の勾配の緩和　□浴室の改良　□便所の改良 
　□手摺の設置　□段差の解消　□ドアの改良　□床の滑り止め

 高齢者等居住改修が完了
して３か月以内に申告書
を提出できなかった理由


